
監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知に係る事項の公告

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第２項の規定により平成２８監査

年度に執行した監査（行政監査：テーマ「法令等に基づき県が行う団体等に対する検査

等について」）について、同条第１２項の規定により、監査の結果に基づき措置を講じ

た旨の通知があったので、次のとおり公表します。

平成３０年６月８日

奈良県監査委員 江 南 政 治

同 斎 藤 信一郎

同 粒 谷 友 示

同 田 中 惟 允



監　　査　　結　　果 措置の内容

監査指導室 介護及び障害福祉サービス事業者業務
管理体制確認検査について
　県の要綱でおおむね６年に１回検査
を実施することとしているが、実施計
画に従って検査すると、この実施頻度
が達成できない。事業所数、サービス
内容等の実態を勘案して要綱を見直す
ことも含め、要綱で規定する実施頻度
で検査を実施するよう努められたい。

　業務管理体制の確認検査は、介護及び障
害福祉サービス事業者に対して法律で義務
づけられている法令遵守体制の整備及び運
営状況を確認するものである。
　これまで、当該事業者の運営する介護及
び障害福祉サービス指定事業所（以下、
「指定事業所」という。）の実地指導の機
会に合わせ、ヒアリングにより当該検査を
実施していたが、平成２９年９月から新た
に指定を受けた事業所（指定後１～２年）
を対象として実施する面談方式の指導時に
も行うこととした。
　また、今後、事業所の指定更新手続き
（指定より６年ごとに１回）に合わせて当
該検査を行い、要綱に定める実施頻度での
検査を実施するよう努める。

長寿社会課 有料老人ホームに対する調査について
　定期検査について、原則として書面
のみで実施し、立入調査を行っていな
い。全国的には高齢者の虐待等の事例
があり、厚生労働省からも定期的に立
入調査を実施されたいとの見解が示さ
れていることから、定期的な立入調査
を実施する必要がないか検討された
い。

　現在、定期検査は原則として書面で行っ
ているが、高齢者の虐待など、利用者への
サービスに不適切な事例が疑われた場合
は、立入調査や事情聴取などを行っている
ほか、市町村及び県の関係部局と連携し、
適宜、施設や法人へ立入調査を実施してい
る。
　定期的な立入調査の実施について、これ
まで蓄積してきた書面検査の結果、あるい
は利用者からの相談・苦情への対応などを
踏まえ、今後、より効果的な調査の実施方
法について検討していく。

子育て支援課 児童厚生施設指導監査について
　法令により１年に１回以上の検査を
行うことが必要とされているにもかか
わらず、実施されていない。検査の実
施に向けて計画中とのことであるが、
検査の必要性を十分に認識し、早急に
実施されたい。

　平成２９年３月に「奈良県児童厚生施設
指導監査実施要綱」及び、指導監査実施計
画を策定し、各市町村に通知した。
　以降、実施計画に基づき、計画的に指導
監査を実施している。
　平成２９年９月末現在、奈良市（５ヶ
所）、大和高田市（５ヶ所）、大和郡山市
（２ヶ所）、天理市（１ヶ所）の指導監査
を実施済みである。

平成２８監査年度　行政監査　措置状況一覧

部局及び所属名

健康福祉部

こども・女性局



監　　査　　結　　果 措置の内容部局及び所属名

薬務課 医療品医療機器等一斉監視指導につい
て
　実施計画が定められていたが、計画
した検査等の数を実施できなかった。
計画どおり実施できなかった理由につ
いて十分に検討し、実施計画を見直す
ことも含め、計画どおりに検査等を実
施できるよう努められたい。

　薬局、薬店の監視について、実情を確認
する必要があることから、抜き打ちでの査
察を実施している。そのため、管理薬剤師
の不在や患者対応により相手方が応対がで
きないなど、店舗には行ったが、監視を実
施できない事例が生じている。そのような
事例が多数生じた場合でも、１日当たりの
監視実績を確保するために、対象エリアに
おける計画数を多めに設定していたところ
である。また、急な案件が生じることで、
計画どおりの監視を中止しなければならな
い状況も生じている。
　今後はこうした状況を踏まえ、目標件数
を設定した上で、それを上回る件数を抽出
して計画を作成し、目標数の達成を図る。
また、真に重大な案件が発生した場合など
は、計画自体の見直しを行うことも検討す
る。

消費・生活安
全課

旅館業法に基づく立入検査について
　実施計画が定められていたが、計画
した検査等の数を実施できなかった。
計画どおり実施できなかった理由につ
いて十分に検討し、実施計画を見直す
ことも含め、計画どおりに検査等を実
施できるよう努められたい。

　平成２７年度は、監視計画を実行した初
めての年であったことから、計画した件数
の８０％の実施率であったが、平成２８年
度は計画どおり実施した。
　ひきつづき、同一業種や同地域を一斉に
監視するなど、効率的な検査が行えるよう
に努めていく。

農業水産振興
課

水産業協同組合常例検査について
　法令により毎年１回を常例として検
査しなければならないこととされてい
るにもかかわらず、その頻度では実施
できていない。所定の頻度で実施する
よう努められたい。

　平成２９年度から書面による検査を導入
し、全ての水産業協同組合について、毎年
１回書面検査又は実施検査のいずれかを実
施するよう改善を行った。

林業振興課 森林組合常例検査について
　法令により毎年１回を常例として検
査しなければならないこととされてい
るにもかかわらず、その頻度では実施
できていない。所定の頻度で実施する
よう努められたい。

　奈良県森林組合連合会が森林組合に対し
て実施している系統監査を行うに当たり、
事前に監査実施方針等について十分に打合
せを行うとともに、監査結果を共有するこ
とにより、毎年１回の常例検査を行うこと
と同等の効果を確保するよう努めた。

くらし創造部

農林部

医療政策部
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